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東京都では、事業活動に伴って発生する環境への負荷を軽減し、公害を防止するために、

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（東京都条例第 215 号、以下、「環境確保

条例」または｢条例｣）に基づき、指定作業場の届出（条例８９、９０条）の制度を設けてい

ます。これらの制度は、指定作業場を設置・変更する時に条例の規定に適合するかどうかを

行政が審査するものです。 
 
 

  

          

 

 事業所の中でも、指定作業場は特に公害発生の可能性が大きいことから、環境確保条例で

は、指定作業場に規制基準が設けられています。また、指定作業場の設置又は変更の際には、

あらかじめ、届出が必要になります。 

 

（規制基準の遵守） 

第 ６８ 条  工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規

制基準（規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障

害を及ぼすおそれのない程度）を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒

音、振動又は、悪臭の発生（汚水については、地下への浸透を含む。第７４条

及び第９５条を除き、以下同じ。）をさせてはならない。 

 

（指定作業場の設置の届出） 

第 ８９ 条  指定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところによ

り、次に揚げる事項（第１号～７号省略）を知事＊に届け出なければならない。 

      １ 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地） 

      ２ 指定作業場の名称及び所在地 

      ３ 指定作業場の種類及び作業の方法 

      ４ 建物又は施設の構造又は配置 

      ５ ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法 

      ６ 自動車の出入口が接する道路の幅員 

      ７ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

（指定作業場の変更の届出） 

第 ９０ 条  既に設置している指定作業場に係る前条第３号から第５号までに掲げる事

項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨

を知事＊に届け出なければならない。 

 

 

＊足立区内に提出する場合、あて先は足立区長になります。 

 

環境確保条例の抜粋 

Ⅰ  

はじめに  

はじめに 
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Ⅱ-１．指定作業場とは 
   

  条例でいう指定作業場とは、下記の別表第２に掲げるものをいいます。ただし、工場に

該当するものは除きます。 

 

 
 

 

 １ レディミクストコンクリート製造場 

（建設工事現場に設置するものを除く。） 

 ２ 自動車駐車場 

（自動車等の収容能力が２０台以上のものに限る。） 

 ３ 自動車ターミナル 

（事業用自動車を同時に１０台以上停留させることができるものに限る。） 

 ４ ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド 

（一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号）第２条第 23号に規定する設備を 

有する事業所をいう。） 

 ５ 自動車洗車場 

（スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。） 

 ６ ウエスト・スクラップ処理場 

（建場業（収集人から再生資源（古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。 

以下この項において同じ。）を集荷する業をいう。）、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。）  

及び選分加工業（再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、 

これを選分し、又は加工する業をいう。）に係るものを除く。） 

 ７ 廃棄物の積替え場所又は保管場所 

（前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

第７条第１項及び第６項、第 14条第１項及び第６項並びに第 14条の４第１項及び第６項の 

規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。） 

 ８ セメントサイロ 

（セメント袋詰め作業が行われるものに限る。） 

 ９ 材料置場 

（面積が１００平方メートル以上のものに限る。） 

 10 死亡獣畜取扱場 

（化製場等に関する法律（昭和 23 年法律第 140 号）第１条第 3 項に規定する死亡獣畜取扱

場をいう。） 

 11 と畜場 

 12 畜舎 

（豚房の総面積が５０平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの 

合計面積が ２００平方メートル以上又は鶏の飼養規模が１，０００羽以上のものに限る。) 

 13 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 

指定作業場 Ⅰ 

別表第２ 指定作業場 （第２条関係） 

Ⅱ 
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 14 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場 

 15 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場 

 16 めん類製造場 

 17 豆腐又は煮豆製造場 

（原料豆の湯煮施設を有するものに限る。） 

 18 砂利採取場 

（砂利の洗浄のみを行うものを含む。） 

 19 洗濯施設を有する事業場 

 20 廃油処理施設を有する事業場 

 21 汚泥処理施設を有する事業場 

 22 し尿処理施設（建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 32条第１項の表に規定する

算定方法により算定した処理対象人員が ２００人以下のし尿浄化槽を除く。）を有する事業

場 

 23 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場 

（次号に掲げるものを除く。） 

 24 下水処理場 

（下水道法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。） 

 25 暖房用熱風炉（熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体

積比で０.１パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。）を有する事業

場 

 26 ボイラー（熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格Ｂ8201及び 

Ｂ8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が５平方メートル未満のもの  

（いおう化合物の含有率が体積比で０.１パーセント以下であるガスを燃料として専焼させ  

るものについては伝熱面積が１０平方メートル未満のもの）を除く。）を有する事業場 

 27 ガスタービン（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５０リットル未満のもの及び非常用

のものを除く。）、ディーゼル機関（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５リットル未満

のもの及び非常用のものを除く。）ガス機関（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５リッ

トル未満のもの及び非常用のものを除く。）又はガソリン機関（燃料の燃焼能力が重油換算１

時間当たり５リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）を有する事業場 

 28 焼却炉（火床面積が０．５平方メートル未満であって焼却能力が１時間当たり５０キログラ

ム未満のものを除く。）を有する事業場 

 29 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有す  

る事業場及び浴室の床面積の合計が１５０平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有す

るもの 

 30 水道施設（水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第３条第８項に規定するものをいう。）、工業

用水道施設（工業用水道事業法（昭和 33 年法律第 84 号）第２条第６項に規定するものをい

う。)又は自家用工業用水道(同法第 21 条第 1 項に規定するものをいう。）の施設のうち、浄

水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場（これらの浄水能力が１日当たり１万

立方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 

 31 病院 

（病床数 ３００以上を有するものに限る。） 

 32 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査を行う事業場 

（国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係 

る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。) 
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Ⅱ-２．指定作業場設置・変更の届出手続きについて 
 
 
  事業者が新しく指定作業場を設置しようとする場合又は変更が計画された場合には、

事前に所定の届出をして、条例の規定に適合するかどうかを審査する届出制度により受

理される必要があります。 

 

 

≪指定作業場設置・変更届出の流れ≫ 
 

                                         

                                         

 事  計                              
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  ① 指定作業場設置・変更の届出 

    新しく指定作業場を設置しようとする場合又は、既設の指定作業場を変更する場 

   合は、所定の届出用紙に指定作業場の内容を記載し、構造や施設の配置等の図面を 

添付して工事開始の３０日前までに、区へ提出してください。 

     

② 審 査  

    届出書類の内容を検討し、場所等を確認した上で、届出内容について審査します。 

 

③ 副本返却 

    審査の結果、届出内容が環境確保条例の規定に適合すると認められる場合は、受理

書を交付すると共に副本を返却します。 

 

  ④ 指定作業場設置又は変更の工事 

    届出書の受理日から３０日を経過した後に指定作業場の設置又は変更工事を開始

することができます。 

ただし、届出の内容が環境確保条例等の規定に適合すると認められる場合は、期 

間の短縮をすることができます。     

    工事は、届出の内容及び区の指導等を十分確認し、実施してください。 

 

⑤ 工事完了後の確認 

    工事完了後、指定作業場設置又は変更工事の確認を行うことがあります。 
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Ⅱ-３．指定作業場に対する設置等の制限 
 

 

●自動車出入口の制限 （条例第７９条） 

 次に掲げる指定作業場の自動車の出入口は、原則として、幅員 12メートル以上の道路に

接しなければなりません。  

1.  レディミクストコンクリート工場  

2.  アスファルトコンクリート工場  

3.  ガソリンスタンドであって、石油類の貯蔵能力が 5万リットル以上のもの  

4.  液化石油ガススタンドであって、液化石油ガスの貯蔵能力が 35 トン以上のもの  

5.  面積が 1,000平方メートル以上の材料置場  

6.  自動車ターミナル  

 

●へい等の設置（条例第７７条） 

 指定作業場は、環境確保条例第 68 条第１項に規定する規制基準（資料❻❼❽参照）が適

用されない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要な

へいその他の設備を設けなければなりません。  
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Ⅱ-４．届出に必要な書類等 （正本と写し各一部を提出） 
 

 

● 指定作業場届出に必要な書類及び図面 

 

１ 指定作業場設置・変更届出書（第１６号様式） 

 

２ 別紙（指定作業場の種類に該当する様式（別紙１から別紙 12のうち該当するものを提出） 

 

３ 案内図（周囲５０メートル内外が把握できるもの）※地図の著作権について確認してください 

 

４ 敷地内建物の配置図（給排水系統図を含む） 

 

５ 使用施設の平面図（配置図） 

 

６ 構造図・立面図 

 

７ そ の 他（提出の指示のあったもの） 

 

 

備考  

１ 上記の書類のうち、１ 及び ２ については、指定の用紙があります。必要な用紙

はｐ.8～9 の 別紙の一例 を参照してください。  

２ ３ ～ ７ については、特定の様式はありません。(p.28～30 参照) 

３ 複数の種類の指定作業場に該当している場合は、２ の別紙を種類ごとに記載して

ください。 

４ 区への提出は２部（正本用と副本用）になりますが、書類の修正が必要になる場

合があるので、お手元に 1 部ご用意いただくことをおすすめいたします。 
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別紙の一例 
 

指 作 業 場 種 類 別表第２ 別紙Ｎｏ． 別 紙 の タ イ ト ル 

１ レディミクストコンクリート製造場 

８ セメントサイロ 別紙１ 
レディミクストコンクリート製造場又は

セメントサイロ 

２ 自動車駐車場 

３ 自動車ターミナル 

４ ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド

及び天然ガススタンド 

５ 自動車洗車場 

別紙２ 

自動車駐車場 

自動車ターミナル 

ガソリンスタンド、液化石油ガススタン

ド、 

天然ガススタンド 

自動車洗車場 

６ ウエスト・スクラップ処理場 

 （建場業、消毒業及び選分加工業は除く） 

７ 廃棄物の積替え場所又は保管場所 

９ 材料置場 

別紙３ 

廃棄物の積替え場所又は保管場所 

ウエスト・スクラップ処理場 

材料置場 

10 死亡獣畜取扱場 

11 と畜場 

12 畜舎 

別紙４ 死亡獣畜取扱場、と畜場又は畜舎 

13 青写真の作成の用に供する施設を有する

作業場 

14 工業用材料薬品の小分けの用に供する施

設を有 する作業場 

別紙５ 
青写真又は工業用材料薬品小分けの作業

場 

15 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の

有害ガス    

   を使用する食物の燻蒸場 
別紙６ 食物の燻蒸場 

16 めん類製造場 

17 豆腐又は煮豆製造場 

18 砂利採取場 

19 洗濯施設を有する事業場 

別紙７ 
めん類製造場、豆腐又は煮豆製造場、砂

利採取場及び洗濯施設を有する事業場 
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20 廃油処理施設を有する事業場 

21 汚泥処理施設を有する事業場 

22 し尿処理施設を有する事業場 

23 工場・作業場等から排出される汚水の処理

施設を有する事業場 

24 下水処理場 

別紙８ 

廃油処理施設を有する事業場、汚泥処理

施設を有する事業場、し尿処理施設を有

する事業場、 

工場・作業場等から排出される汚水の処

理施設を有する事業場及び下水処理場 

25 暖房用熱風炉を有する事業場 

26 ボイラーを有する事業場 

27 ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関

又はガソリン機関を有する事業場 

28 焼却炉を有する事業場 

別紙９ 

暖房用熱風炉、ボイラー、ガスタービン、 

ディーゼル機関、ガス機関、 

ガソリン機関又は焼却炉を有する事業場 

30 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業

用水道の施設のうち、浄水施設に供する沈殿

施設又はろ過施設を有する事業場 

別紙 10 浄水施設を有する事業場 

31 病院 

32 科学技術に関する研究、試験、検査を行う

事業場 

別紙 11 
病院及び科学技術に関する研究、試験、

検査を行う事業場 

29 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用

に供す  

   る地下水を揚水するための揚水施設を有す

る事業場及び浴室の床面積の合計が１５

０平方メートルを超える公衆浴場で揚水

施設を有するもの 

別紙 12 地下水揚水施設の構造等 
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Ⅱ-５． 指定作業場設置届出書等の記載例 

 
 
   第１６号様式（第41条関係）その１                           

 

              指定作業場 
設 置

変 更 
届出書 

 

 ○○年○○月○○日  

     足 立 区 長    

   

 住 所 足立区千住○丁目○番○号  

 氏 名 株式会社あだち環境   

  代表取締役 足立 太郎 

電 話 ０３－○○○○―×××× 

 
（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 

  

 
    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

第８９条 
の規定により、関係書類を添えて、 

 

第９０条 

    次のとおり届け出ます。  

  

既 設 置 番 号 等          

設置番号・年月日   第     号           年   月   日   

  
変 更 事 由  １ 

指定作業場

の 種 類 ２ 
作業の

方 法 ３ 
建物・施設の

構造又は配置 ４ 
ばい煙等の

防止の方法 
  

  指定作業場の名称           株式会社あだち環境 あだち倉庫   

  指定作業場の所在地  足立区中央本町一丁目○番○号    電話 ０３－○○○○―××××   

   
    7 廃棄物の積替え場所又は保管場所 

    2 自動車駐車場 

病 院 に         

  指定作業場の種類          あっては                   床   

   病 床 数         

   用 途 地 域          水 域           

  地 域 等          
準工業地域 公共下水道 

  

     

    50メートル以内の学校・保育    

  自動車の出入口が           所・病院・診療所・図書館・  △別紙（案内図）のとおり   

  接する道路の幅員                        ８．０ｍ 特別養護老人ホーム・幼保連    

    携型認定こども園所在位置    

  作 業 時 間          １０ 時から            １８ 時まで（    ８時間）   

  工 事 着 工 予 定          ○○年 ○月 ○日 工 事 完 成 予 定          ○○年 ○月 ○日   

  従 業 員 数                            ８人     

  
（常用雇用者数）          （     １５ 人） 廃 止 予 定          年  月  日 

  

    

    所  属 技術部   

  連 絡 先           氏  名 足立 花子      電話番号 ○○○○―××××   

    ﾌｧｸｼﾐﾘ番号              電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

  ※受 付 欄       

     

     
 備考 １ ※の欄には、記入しないこと。  

 ２ △印の欄には、届出書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入するこ  

 と。  

 ３ 変更届として使用するときは、「指定作業場の名称」及び「指定作業場の所在地」以外の欄には、  

 変更のある欄のみ記入すること（添付する別紙についても同じ。）。  

 ４ 「指定作業場の種類」の欄には、条例別表第２に掲げる指定作業場のうち該当するものを記入するこ  

 と。  

 ５ 「用途地域」の欄には都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域を、「水域」の欄には条例  

 別表第７ ４の部の付表の水域細区分の欄に掲げる水域を記入すること。  

 ６ 「診療所」は、患者の収容施設を有するものに限る。  

     ７ 変更届の場合、既設置指定作業場の受理書、及び届出書の副本を添付すること。 

① 

② 
③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ ⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑨ 

⑤ 
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「第１６号様式（第 41条関係）その１」の記載要領 

 
①設置・変更   該当しないものに２重線を引く 

②年月日     書類の記入日を記入 

③あて先     「足立区長」と記載 

④住所・氏名・電話番号 

 住所   法人：通常は本社の所在地 

      個人：届出義務者の住所 

 氏名   法人：法人名（社名）、代表者の役職名、氏名 

      個人：届出義務者の氏名 

 電話番号 法人：本社、主たる事務所の電話番号 

      個人：届出義務者の電話番号 

  

⑤第８９条・第９０条 設置は「第８９条」、変更は「第９０条」 

 

⑥既設置番号等 ※指定作業場変更届出時のみ記載 

 設置番号・年月日：指定作業場の設置届における受理番号及び受理日 

 変更事由：該当番号を○で囲う 

 

⑦指定作業場の名称   

 届出を行う指定作業場の名称  

 

⑧指定作業場の所在地・電話番号  届出を行う指定作業場の所在地・電話番号 

 ※住居表示により枝番まで記載 

 ※建物の新築等で、住居表示が未定の場合は「◯丁目◯番」まで記載し、住居表示が決まった時点で、氏名

等変更届出書を提出してください 

 

⑨指定作業場の種類 

 別表第２ 指定作業場 （p.８～９ 参照）に定める指定作業場の種類を記入 

 

⑩地域等 

 用途地域：都市計画法により定められた用途地域を記入  

 水域：足立区内では、公共下水道に接続している場合 ：「公共下水道」 

                 接続していない場合：「荒川」         

 

⑪自動車の出入口が接する道路の幅員  

 自動車が出入りに使用する道路が工場と接する部分の道路の幅員 

 

⑫５０メートル以内の学校・病院等の所在位置 

 学校・病院等の名称が確認できる図面を添付 

 図面に指定作業場の敷地境界から５０メートルの位置を色ペンなどで線を引く 

 

⑬作業時間   当該指定作業場の作業時間を記入 

 

⑭工事着工予定 指定作業場の建設工事や設備改修に伴う工事着工予定年月日を記入 

⑮工事完成予定 指定作業場の建設工事や設備改修に伴う工事完成予定年月日を記入 

 

⑯従業員数  

 当該事業所で就業している正社員の総数で、事務員等も含まれる（アルバイト、パートタイム等は除く） 

 常用雇用者数 

 当該事業所で就業している正社員の総数で、事務員等も含まれる（アルバイト、パートタイム等も含む） 

 

⑰連絡先 届出において書類作成を担当し、足立区とのやりとりを行う者の所属・連絡先を記入 
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その２ 

   
  

敷 

地 

・ 

建 

物 

の 

状 

況 

    
  建物・施設の配置  △別紙（配置図）のとおり   
      
  敷 地 面 積         

（㎡） 

   
   ３１９㎡   
     
  

作

業

場

の

棟

別

構

造

・

面

積 

棟 の 名 称        作業棟 事務棟 駐車場   
    
        
  用 途      作業場 事務所 駐車場   
        
        
  階 数      １階 ２階 屋外   
        
        
  構 造      鉄骨造 鉄骨造  

 

  
        
  建 築 面 積      

（㎡） 

     
  １５５㎡ ５５㎡    
       
  作業 場面積       

（㎡） 
１５５㎡  

   
  ９８㎡   
     
  

主

た

る

施

設

の

能

力

等 

       
  種 類             
         
         
  公 称 能 力             
         
         
  動力（ｋＷ）       
         
         

  台 数             
         
         
  別 紙 番 号             
         
      
  構造・使用の方法          △別紙（２）のとおり   
      
  事業場で取り扱う    
  有害ガス、有害物質 

又は適正管理化学物質 

なし   

      
  

作 業 の 方 法         産業廃棄物搬入⇒仕分け⇒積替え⇒搬出 
  

      
  

公害防止の方法         

 ①脱臭・消臭装置を設置する（㈱▲■製 型式ＡＢ－Ｃ装置）。 

 ②作業中はシャッター・窓を閉める。 

 ③掃除を徹底する。 

 ④アイドリングストップの旨を記載した看板を設置する。 

 

  
    
    
    
    
 備考 １ 「建物・施設の配置」の欄及び「構造・使用の方法」の欄の別紙は、施行規則別記第16号様式の別  
      紙のうち、該当する様式を使用すること。  
     ２ 「事業場で取り扱う有害ガス、有害物質又は化学物質」の欄には、条例別表第３、別表第４又は  
      施行規則別表第１１の各号に掲げる物質のうち事業場で取り扱っているものを記入すること。  
 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑨ 

 

⑩ 

 

⑪ 

 

⑫ 

 

⑬ 

 

⑭ 

 

⑮ 

 

⑯ 

 

④ 

⑤ 

 

⑥ 

 

⑦ 

 

⑧ 

 

⑰ 
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「その２」の記載要領 

 

敷地・建物の状況 
①建物・施設の配置  建物、施設の配置図 

②敷地面積      敷地の総面積を記入       

 

作業場の棟別構造・面積 
③棟の名称      指定作業場に該当する建物の名称を棟毎に記入 

④用途        建物の用途を記入 

⑤階数        建物の構造を記入 

⑥構造        建物の構造を記入  例木造、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）、鉄骨造（Ｓ造） 

⑦建築面積      棟ごとの建物の建築面積を記入 

⑧作業場面積     棟ごとの建物作業場面積を記入 

 

主たる施設の能力等 
⑨種類        施設の種類を記入 

           例ドライクリーニング ： ワッシャー、脱水機、ボイラー、ドライ機 等 

           例駐車場       ： 機械式駐車場 等 

           例ガソリンスタンド  ： 給油機、ベーパーリターン装置、洗車機 等 

           例ガスヒートポンプ  ： 室外機、送風機等 

⑩公称能力      当該機械施設の保有する能力を記入 

⑪動力        動力（モーター用）に使用する電力を記入 

⑫台数        施設の台数を記入 

⑬別紙番号      各施設に番号を付け、その番号を記入 

⑭構造・使用の方法  該当する「別紙１～１２」のうち該当する様式を使用 

 

⑮事業場で取り扱う有害ガス、有害物質又は化学物質 
 有害ガス、有害物質又は適正管理化学物質で使用（材料や製品に含有するものを含む）しているもの

を記入   → 資料❷➌➍ 参照 
                      i 

                      安全データシート（ＳＤＳ）がある場合は、添付すること。 
 

⑯作業の方法 

 作業の工程の流れを記入 

 例ドライクリーニング：洗濯物をドライクリーニング ⇒ プレス ⇒ アイロン掛け ⇒ 包装 

 例駐車場      ：自動車の入庫 ⇒ 駐車 ⇒ 出庫 

 例ガソリンスタンド ：ガソリン搬入 ⇒ タンク貯蔵 ⇒ 自動車等に給油 

            自動車の洗車 

 例ガスヒートポンプ ：エアコンの操作に応じて自動稼動 

 

 

⑰公害防止の方法 

 騒音、振動、悪臭等の公害について、その対策の概要を記入  
 例ドライクリーニング：ドライ機は密閉型を使用。廃棄物は業者による完全回収等 

 例駐車場      ：アイドリングストップの表示板を設置し、利用者に周知。 

 例ガソリンスタンド ：ベーパーリターン装置の設置等 

 例ガスヒートポンプ ： 排気口の消音器、防音壁設置等 
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別紙１ 
 

レディミクスコンクリート製造場又はセメントサイロ 
 

  

  
施 設 番 号             

      
        
        
  

種 類 ・ 名 称 ・ 型 式             
      

        
        
  

主 要 寸 法 （ ｍ ） 又 は              

処 理 能 力 （ ｔ ／ 日 ）              

      
        
        
        
  

使用開始（予定）年月日             
      

        
        
  

原

材

料 

材 料 

種 類 別 使 用 量            
      

        
        
  

貯 蔵 量            
      

        
        
  

粉 
 

じ 
 

ん 
 

の 
 

防 
 

止 
 

方 
 

法 

じ ん の 防 止 方 法 建 物 の 概 要            
      

        
        
  

集

じ

ん

装

置 

じ ん 装 置 集じん装置の種類・形式            
      

        
        
  集 じ ん 装 置 の 効 率           

（％） 

      
        
        
  送 風 機 の 原 動 機 出 力           

（ｋＷ）     

      
        
        
  

散 
 
 

水 

水 装 置 の 種 類 ・ 型 式           
      

        
        
  

装置の能力（ｍ 3/日） 
      

        
        
  運 搬 量 当 た り の           

散 水 量 （  ／ 日 ） 

      
        
        
  

防じんカバーの設置状況 
      

        
        
  

その他 方 法       
      

        
        
  

事
業
用
自
動
車 

用 自 動 車 車 種                  
        
  用 途                  
        
  積 載 量                  
        
  台 数                  
        
  一日当たりの出入回数                  
        
   敷地内建物及び施設の配置並びに自動車の通行経路図   
    
     
     
     
     
     
     
     
     
  備考 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。  
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別紙２ 
   
 自 動 車 駐 車 場 

自 動 車 タ ー ミ ナ ル 

ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、天然ガススタンド 

自 動 車 洗 車 場 

 
  

  

  収容台数・停留台数 

・ 同 時 給 油 台 数           

・ 洗 車 台 数           

  大型車         －   

  総数    ３０台 中型車         －   

    小型車 乗用車２５台 バイク５台   

      

  一 日 の 出 入 台 数                        ３０台×２＝６０台   

      

      

  貨 物 の 種 類             

      

   

 

    

  洗 浄 機 の 型 式          原動機の定格出力     ２．０ｋｗ    

       

        

  貯蔵タンクの基数           貯蔵総量（単位） （k･t･m3）   

        

  各貯蔵タンク毎の          タンクの内容積等 炭 化 水 素 系 物 質 の 排 出 防 止 設 備                       

  貯 蔵 物 質 名          （単 位） 設備の有無 設 備 の 種 類              

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   敷地内建物及び施設の配置並びに自動車の通行経路図   

     

     

     

                   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

  

     

     

     

     

     

  備考 １ 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。  

     ２ この様式各欄に記入しきれないときは、図面、表等を利用すること。  

     ３ 貯蔵物質が液化石油ガスの場合、「タンク内容積等」欄には重量で記入すること。  

別紙のとおり 

敷地内建物及び施設の配置等を記入して下さい 

 

（１）建物配置図 

（２）施設配置図（機械式駐車設備、アイドリングストップ看板の配置等が分かる図面） 

駐車場設置者及び管理者は、利用者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、看板等によっ

て周知すること。（条例第５４条） 

 ◇設置場所   利用者に認識されやすい場所 

 ◇掲示枚数   ２０台あたり１枚程度 

 ◇字の大きさ  １文字５cm×５cm程度 

 ◇掲示内容   ・条例で義務付けられていること 

         ・アイドリング・ストップの実行 

         ・事業場の名称・連絡先 

 

○○パーキング 

東京都の条例で、駐停車中のアイ

ドリングは禁止されています。 

駐停車中はエンジンを止めてくだ

さい。 

 連絡先 03-○○○○-△△△△ 
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別紙２ 
   
 自 動 車 駐 車 場 

自 動 車 タ ー ミ ナ ル 

ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、天然ガススタンド 

自 動 車 洗 車 場 

 
  

  

  収容台数・停留台数 

・ 同 時 給 油 台 数           

・ 洗 車 台 数           

  大型車         －   

  総数   給油台数４台 中型車         ５台   

     洗車台数１台 小型車         －   

      

  一 日 の 出 入 台 数                        約１００台   

      

      

  貨 物 の 種 類             

      

        

  洗 浄 機 の 型 式          自動車洗車機（メーカーの型） 原動機の定格出力     １１．０ｋｗ    

        

        

  貯蔵タンクの基数          ４ 貯蔵総量（単位） ８５（kl･t･m3）   

        

  各貯蔵タンク毎の          タンクの内容積等 炭 化 水 素 系 物 質 の 排 出 防 止 設 備                       

  貯 蔵 物 質 名          （単 位） 設備の有無 設 備 の 種 類              

    ガソリン  

  （レギュラー） 
６０（k･t･m3） 有 ・ 無 

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

    

    ガソリン 
１０（k･t･m3） 有 ・ 無 

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

    （ハイオク）   

    灯油 
５（k･t･m3） 有 ・ 無 

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

    

    軽油 
１０（k･t･m3） 有 ・ 無 

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   
（k･t･m3） 有 ・ 無     

１ ベーパーリターン 

２ その他（           ） 

  

     

   敷地内建物及び施設の配置並びに自動車の通行経路図   

     

     

     

                   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  備考 １ 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。  

     ２ この様式各欄に記入しきれないときは、図面、表等を利用すること。  

     ３ 貯蔵物質が液化石油ガスの場合、「タンク内容積等」欄には重量で記入すること。  

 

 

 

敷地内建物及び施設の配置等を記入して下さい 

 

（１）建物配置図 

（２）施設配置図（タンクの配置、ベーパーリターン設備の配置、給油機等が分かる図面） 

 

注１）燃料用揮発油（ガソリン）の貯蔵施設の容量の合計が５キロリットル以上のものは、  

   燃料用揮発油（ガソリン）の貯蔵施設に、ベーパーリターン設備又はこれらと同等  

   以上の性能を有する設備を設置しなけらばならない。 

注２）燃料用揮発油（ガソリン）、灯油又は軽油のすべての貯蔵施設の容量の合計が５０キロリット 

   ル以上のものは、燃料用揮発油（ガソリン）、灯油又は軽油のすべての貯蔵施設にベーパーリターン 

   設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備を設置しなければならない。 

注３）洗車機を設置する場合は、東京都下水道局へ下水道法に基づく特定施設の届出も必要になります。 

   詳しくは、東京都下水道局東部第二下水道事務所へお問い合わせください。  → p.40参照 

 

別紙のとおり 
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別紙３ 
   
 廃 棄 物 の 積 替 え 場 所 又 は 保 管 場 所                                 

 ウ エ ス ト ・ ス ク ラ ッ プ 処 理 場                                 

 材 料 置 場                                 

   
  

廃 棄 物          種      類 
金属くず・がれき類・コンクリート・

ガラス・陶磁器・廃プラスチック類 

  

  ウエスト・スクラップ 積 み 替 え 量        （ｔ） ５t   

  材 料          収容量又は保管量（ｔ） ５t   

  残 土          最大保管量（ｔ）・最大保管高さ（ｍ） ５t・２m    

  一日当たりの処理量（ｔ） ５t   

      

  面  積    保管場所：５０.５３ｍ２   作業場所：１００.２１ｍ２   

      
  

粉
じ
ん
等
の
防
止
方
法 

 

ん 等 の 防 止 方 法 じ ん 等 の 防 止 方 法 保管方法及び 

建築物の概要 

   

  廃棄物・資材ごとに分けて保管し、周辺を鋼板で囲い屋根を設置。   

     
  

防止の方法 

粉じん 
敷地周辺を鋼板（約4m）にて囲う。廃棄物置場には散水詮を設け、水を散布する。   

  積み下ろし、積み出し終了までシートをかける。 

 
  

  
騒 音 

周辺を鋼板にて囲う。低騒音型の機器を使用する。 

 

  

  積降作業の際には十分注意する。   

  
振動 

積降作業の際には十分注意する。   

     

  
悪臭 

掃除を徹底する。   

     

  
汚水 

排水溝及びグリーストラップを設けて汚水口へ流す。   

     

  

事
業
用
自
動
車
・
作
業
用
機
械 

 

用 自 動 車 ・ 作 業 用 機 械 

       

  車 種        トラック ダンプ フォークリフト バックホウ   

         

         

  積載量（ｔ） 2t 4t 1t －   

         

         

  台 数        4台 4台 1台 1台   

         

  
一日当たりの        

出 入 回 数        

      

  8回 4回 場内作業用 場内作業用   

        

   敷地内建物及び施設の配置図     

                     別紙のとおり   

   

 

 

  

     

    備考 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。  

   

 

敷地内建物及び施設の配置等を記入してください。 

 

（１）建物配置図   （２）施設配置図 

 

車両の出庫・入庫でそれぞれ

１回と考え、出入庫があった

場合２回とする。 
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別紙４ 
   
 

死 亡 獣 畜 取 扱 場 、 と 畜 場 又 は 畜 舎 
 

  
  
  

規 模          

  と 畜 場       （と殺頭羽数）   

   畜 舎       （飼養頭羽数）   

    死亡獣畜取扱場（処理量ｔ／日）   

      
  季 節 変 動             
      
      １ 汚水処理施設   

  

取水源別利用水量          

 上水道               m3／日   ２ 肥料   

   工業用水道          m3／日   ３ 大地還元   

   地下水               m3／日 汚水・汚物   （地下浸透を含む。）   

   その他（   ）    m3／日 の処分方法  ４ 河川投棄   

      計         m3／日   ５ 山林投棄   

     ６ 乾燥焼却   

      ７ その他（    ）   

  

汚

水

の

水

質 

水 の 水 質 

 
処理前 

   
  

水   量 
   

     
      
  （m3／日） 

処理後 
   

     
      
  

水素イオン 処理前 
   

     
     
  濃 度          
  

（ｐＨ） 処理後 
   

     
     
  

生物化学的 処理前 
   

     
     
  酸素要求量     
  

（㎎／） 処理後 
   

     
     
   

処理前 
   

  
浮遊物質量 

   
     
      
  （㎎／） 

処理後 
   

     
      
  

汚
水
処
理
施
設 

水 処 理 施 設 
種 類        

   
     
     
  

能 力                     m3／日 
  

    
    
  

処 理 方 法        △別紙（  ）のとおり 
  

    
    
  

処
理
汚
泥 

理 汚 泥 

発 生 量                                         ｔ／月 （水分    ％） 
  

    
    
  

処 分 方 法         
  

    
    
  

参 考 事 項          
飼料の種類          平均給餌量                ㎏／日   

    
    
 備考 １ 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。 

     ２ 「汚水・汚物の処分方法」欄は、該当するものを○で囲むこと。 
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別紙５ 
   

   

 青 写 真 又 は 工 業 用 材 料 薬 品 小 分 け の 作 業 場                                   

   

         

  反 応 槽 又 は              

  貯蔵槽の容量              

  （m3）       

         

         

  材料品使用量              

  又は薬品取扱量       

  （㎏・k /日）       

         

         

  材料品又は薬品       

  貯 蔵 量              

  （㎏・k)       

         

  敷地内建物又は作業場内施設の配置図   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   備考 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。  
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別紙６ 
   
 

食 物 の 燻
くん

蒸 場 

 
  
  
  

燻
く ん

蒸 室 の 容 量 （m3） 
    

      
      
        
  

被
燻 く

ん

蒸
食
物 

種 類              
       
       
  収 容 棚 数              
       
       
  季 節 変 動              
        
   

 使 用 ガ ス の 種 類          
    

       

       

  

有
害
ガ
ス
の
使
用
状
況
・
排
出
状
況 

使 用 ガ ス の 量          

（m3N） 

    
      

      

  
燻
くん

蒸室の室内濃度 

（mg／m3N） 

    
      

      

  
最 大 排 出 量          

（m3N／ｈ） 

    
      

      

  
最 大 排 出 時 間          

（ｈ） 

    
      

      

  
通 常 時 の 排 出 量          

（m3N／ｈ） 

    
      

      

   
処 理 の 方 法          

    
       

       

   室内におけるガスの流れ系路図   
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別紙７ 
   
  め ん 類 製 造 場 、 豆 腐 又 は 煮 豆 製 造 場 、   
  砂 利 採 取 場 及 び 洗 濯 施 設 を 有 す る 事 業 場   
       
  施設の種類・名称・型式・     
   ワッシャー ドライ機   
  構 造 ・ 主 要 寸 法 （ ｍ ）      
       

  １ 日 の 使 用 時 間 ・          ８  時 ～   １７  時          ８  時 ～    １７ 時   

  １ 月 の 使 用 日 数                     ２５日／月                   ２５日／月   

       

  季 節 変 動 夏期２割増 なし   

       
       
  原 材 料 の 種 類 ・ １ 日 の     
   ○○洗剤 テトラクロロエチレン   
  使 用 量 ・ 使 用 方 法 洗浄 １ｋｇ／日    
       
       
  排 水 量（ｍ3／日） １．０ｍ３／日 ０．０２ｍ３／日   
       
  

汚

水

の

水

質 

水素イオン濃度 
 

（ｐＨ）     

     
  処 理 前     
       
       
  処 理 後     
       
  

 生物化学的 
  酸素要求量 

（㎎／） 

     
  処 理 前     
       
       
  処 理 後     
       
  

浮 遊 物 質 量 
 

（㎎／） 

     
  処 理 前     
       
       
  処 理 後     
       
  

そ
の
他
の
項
目 

      
   処 理 前     
        
        
  （    ） 処 理 後     
        
  

汚
水
処
理
施
設 

     
  種 類  蒸留装置   
       
       
  能 力 ｍ3／日 ０．０２ｍ3／日   
       
      
  処 理 方 法   △別紙（  ）のとおり   
      
  

処
理
汚
泥 

    
  発 生 量    
      
      
  処 分 方 法 業者による回収処理   
      
   参 考   
     
   備考  「汚水の水質」欄のうちの「その他の項目」の欄には、条例別表第７ ４の部(1)の表の(1)から(26)  
     までに掲げる各項目、同別表 ４の部(2)イ(エ)の表の(8)から(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有量  
         及び燐含有量のうち、当該指定作業場から排出されるもの全てを記入すること。また、（ ）には、単位  
         を記入すること。  
   

                                        

 

 

水質汚濁防止法、下水道法の 

「特定施設設置届」を提出し

ている場合は、同じ内容を記

入すること。  
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別紙 8 

 

廃油処理施設を有する事業場、汚泥処理施設を有する事業場、し尿処理施設 

を有する事業場、工場・作業場等から排出される汚水の処理施設を有する  

事業場及び下水処理場 

処 理 施 設 の 事 業 場 

に お け る 施 設 番 号 

 

 
 

 

種 類 ・ 名 称 ・ 型 式   

使用開始 (予定 )年月日   

構 造   

主 要 寸 法（ｍ）   

能 力（m3／日）   

処 理 の 方 式   

使
用
薬
剤 

薬 材 名   

用 途   

１日の使用量(kg･k)   

使
用
状
況 

１日の使用時間・ 

１月の使用日数 

時～       時  

日／月  

時～        時  

日／月  

季 節 変 動   

処
理
に
係
る
汚
水
の
量
及
び
水
質 

 処理前 処理後 処理前 処理後 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 

汚 水 量 （ m 3 ／ 日 ）         

水素イオン濃度（ｐＨ）         

生物化学的酸素要求量 (㎎/)         
化 学 的 酸 素 要 求 量 (㎎ /)         

浮 遊 物 質 量  ( ㎎ /)         

そ
の
他
の
項
目 

 (   )         

(   )         

(   )         

(   )         

各排水口の汚水の量及び水質  

 排
水
口
番
号 

 汚水量 
(m3/日) 

水素イオン 

濃 度 

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（㎎／） 

化学的酸素 

要 求 量 

（㎎／） 

浮遊物質量 

 
（㎎／） 

そ の 他 の 項 目 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 
通常           

最大           

 
通常           

最大           

 
通常           

最大           

汚泥 

及び 

廃液 

種 類  

生成量（㎏／日）  

処 理 方 法 の 概 要  
 

備考  「処理に係る汚水の量及び水質」欄及び「各排水口の汚水の量及び水質」欄中「その他の項目」の欄 

には、条例別表第７ ４の部(1)の表の(1)から(26)までの項目、同別表 ４の部(2)イ(ｱ)、(イ)又は(エ)  

の表の(8)から(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有量及び燐含有量のうち、当該指定作業場から排出 

されるものすべてを記入すること。また、（ ）には、単位を記入すること。 

 
 

 

 

 

 

 

水質汚濁防止法、下水道法の 

「特定施設設置届」を提出し

ている場合は、同じ内容を記

入すること。 
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別紙９                                                                        

                     
   

 暖房用熱風炉、ボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、  

 ガス機関、ガソリン機関又は焼却炉を有する事業場   

  施 設 番 号             ２－１      

  種 類 ・ 名 称 ・ 型 式             ＡＢＣ－１００      

  設 置 年 月 日                   

  着 手 予 定 年 月 日             ○年△月×日      

  使用開始（予定）年月日             〇年△月×日      

  構 造              温水ボイラー      

  規 伝熱面積又は火床面積(ｍ 3) ０．７５      

   燃料の燃焼能力 (/ｈ、m3N/ｈ) ３０．０      

  模 焼 却 能 力  （ ｋ ｇ ／ ｈ ） ―      

  
使
用
状
況 

１ 日 の 使 用 時 間 ・            ０時～２４時 時～  時 時～  時 時～  時   

  １ 月 の 使 用 日 数           ３０日／月 日／月 日／月 日／月   

  季 節 変 動           冬期は２割増      

  燃 種 類           特Ａ重油      

   灰 分 ・ い お う 分 （ ％ ） ０．０８      

  料 １ 日 の 使 用 量           １８０リットル      

  廃棄物の種類・量  (ｔ /日 ) ―      

  ば い 煙 の 処 理 の 方 法             ―      

  総 排 出 物 の 量(m3N/h) ―      

  ・ 温 度 （ ℃ ）       

  総 排 出 物 中 の 酸 素 濃 度 ( % ) ―      

   ばいじんの 処理前 ―      

   濃 度 処理後 ―      

   (g/m3N) （効率:%）       

  ば いおう酸化 処理前 ―      

  い 物の濃度 処理後 ―      

  煙 (容量比ppm) （効率:%）       

  の   処理前 ―      

  濃 窒素酸化物 最大 処理後 ―      

  度 の 濃 度       (効率%)       

   (容量比ppm)  処理前 ―      

    通常 処理後 ―      

     (効率%)       

  煙 突 ･      高  さ   （ｍ） ９．６      

  排 気 塔       頂口径   （ｍ） ０．３      

    排出速度  (m/s) １．２      

         

  参 考 事 項                    

         

  敷地内建物又は室内施設の配置図   

  別紙のとおり   

     

     

     

     

 備考 １ 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。  

 ２ 「灰分・いおう分（％）」の欄の記入に当たっては、重量比又は容量比の別を明らかにすること。  

 ３ 「ばい煙濃度」は、乾きガス中の濃度とする。  

                                    

敷地内建物及び施設の配置等を記入してください 

 

（１）建物配置図    （２）施設配置図(ボイラー設置の配置等が分かる図面) 
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別紙１０ 

 

浄 水 施 設 を 有 す る 事 業 場 
浄水施設の事業場における施設番号   

種 類 ・ 名 称 ・ 型 式   

使用開始（予定）年月日   

浄 水 の 方 式   

構 造   

主 要 寸 法（ｍ）   

能 力（ｍ3／日）   

 

原 水 

 

原水の種類 

 

取水量             ｍ3／日 

原水の種類 

 

取水量             ｍ3／日 

消毒設備 

消 毒 剤 の 種 類   

１ 日 の 使 用 量 

(kg・k) 
  

その他の 

使用薬材 

薬 材 名   

用 途   

１ 日 の 使 用 量 

(kg・k) 
  

季 節 変 動   

発 生 汚 水 の 処 理 施 設 

 

△別紙（  ）のとおり 

 

△別紙（  ）のとおり 

 

汚
水
の
量
及
び
水
質 

 処理前 処理後 処理前 処理後 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 

汚 水 量 （ m 3 ／ 日 ）         

水素イオン濃度（ｐＨ）         

生物化学的酸素要求量 (㎎/)         
化 学 的 酸 素 要 求 量 (㎎ /)         

浮 遊 物 質 量  (㎎ /)         

そ
の
他
の
項
目 

 (   )         

(   )         

(   )         

(   )         

各排水口の汚水の量及び水質  

 

排
水
口
番
号 

 汚水量 
(m3/日) 

水素イオン 

濃 度 

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（㎎／） 

化学的酸素 

要 求 量 

（㎎／） 

浮遊物質量 

 
（㎎／） 

そ の 他 の 項 目 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 
通常           

最大           

 
通常           

最大           

汚泥 

及び 

廃液 

種 類  

生成量（ﾄﾝ／日）  

処 理 方 法 の 概 要  

 

備考  「汚水の量及び水質」欄及び「各排水口の汚水の量及び水質」欄中「その他の項目」の欄には、条例別表第７ ４の 

部(1)の表の(1)から(26)までの項目、同別表 ４の部(2)イ(エ)の表の(8)から(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有 

量及び燐含有量のうち、当該指定作業場から排出されるものすべてを記入すること。また、（ ）には、単位を記入す 

ること。 

 
 

 

 

水質汚濁防止法、下水道法の 

「特定施設設置届」を提出し

ている場合は、同じ内容を記

入すること。 
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別紙１１ 

 

病院及び科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場  
汚水の発生施設の事業場における施設番号 ２－５  

種 類 ・ 名 称 ・ 型 式 実験排水処理施設  

使用開始（予定）年月日 〇年△月×日  

構 造 ＲＣ造り  

主 要 寸 法（ｍ）   

能 力（ｍ3／日） １０ｍ3／日  

使
用
薬
材 

薬 材 名 別紙１１－２  

用 途 実験  

１日の使用量(kg･k)   

使
用
状
況 

１日の使用時間・ 

１月の使用日数 

９：００時～１７：００時  

３０日／月  

時～       時  

日／月  

季 節 変 動  なし  

発 生 汚 水 の 処 理 施 設 △別紙（ １１－３ ）のとおり △別紙（  ）のとおり 
 汚 水 の 量 及 び 水 質  

  処理前 処理後 処理前 処理後 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 

汚 水 量 （ m 3 ／ 日 ） 10 10 10 10     

水素イオン濃度（ｐＨ）         

生物化学的酸素要求量 (㎎/)         
化 学 的 酸 素 要 求 量 (㎎ /)         

浮 遊 物 質 量  (㎎ /)         

そ
の
他
の
項
目 

 (   )         

(   )         

(   )         

(   )         

 各排水口の汚水の量及び水質  

 排
水
口
番
号 

 汚水量 
(m3/日) 

水素イオン 

濃 度 

（ｐＨ） 

生物化学

的 

酸素要求

量 

（㎎／） 

化学的酸素 

要 求 量 

（㎎／） 

浮遊物

質量 

 
(㎎／） 

そ の 他 の 項 目 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 

 
通常           

最大           

 
通常           

最大           

汚泥 

及び 

廃液 

種 類  

生 成 量 （ ﾄﾝ／ 日 ）  

処 理 方 法 の 概 要  

その他  有害ガスの種類  

処 理 施 設 △別紙（  ）のとおり 

 

備考 １「汚水の発生施設」とは、ちゅう房施設、入浴施設、洗浄施設など水質汚濁防止法施行令別表第１ 

68 の２及び 71 の２に掲げる施設等をいう。 

２「汚水の量及び水質」欄及び「各排水口の汚水の量及び水質」欄中「その他の項目」の欄には、条

例別表第７ ４の部 (1)の表の (1)から (26)までの項目、同別表 ４の部 (2)イ(エ )の表の (8)から

(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有量及び燐含有量のうち、当該指定作業場から排出されるも

のすべてを記入すること。 

 
 

 

 

 

 

施設配置図、フロー

チャート等を添付

すること。 

薬材名、使用量一覧

を添付すること。 

水質汚濁防止法、下水道法の 

「特定施設設置届」を提出し

ている場合は、同じ内容を記

入すること。 
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別紙１２                                                                      

                 
   

 地下水揚水施設の構造等  

   名 称 又 は 番 号                ９    

  
揚 設 置 ・ 変 更 予 定 年 月 日                       ○年   △月   ×日 

  

    

  
水 さ く 井 年 月 日                     ○年  △月  ×日 

  

    

  
施 深度(地表面下ｍ)・側管口径(mm)       深度        １５０ ｍ、   側管口径     １００   ｍｍ 

  

    

  

設 

    

  ス ト レ ー ナ ー の 位 置                     １２０ｍ～ １２６ ｍ、     ｍ～    ｍ   

  （地  表  面  下  ｍ）        ｍ～    ｍ、      ｍ～    ｍ   

  揚 種 類 ・ 名 称 ・ 型 式                AA-BBB型   

  水 原 動 機 の 出 力 ・  揚 水 能 力                       ０．７５  kＷ              ２０／分   

  機 吐 出 口 断 面 積                ４．９   cm2   

  水 
種 類 ・ 名 称 ・ 型 式                CC-DDD型 

  

量 

  測 

検 定 年 月 日                ２０１０年１月 

  

定 

器 

  地 
計 測 方 法                検尺テープ 

  

下 

  水 静 止 水 位 、 揚 水 水 位                
       １０ ｍ          １５ ｍ 

  

  位 （地表面下ｍ）   

 
 地 下 水 揚 水 量                                     ５  ｍ3  （１日平均）  

 

 
 地 下 水 の 用 途                洗浄、雑用水  

 

 
 施設数、吐出口断面積の合計、地下水揚水量の合計                                    

 
 

   
施設数、吐出口断面積の合計               本           cm2 

  

 変  

  更 
地 下 水 揚 水 量 の 合 計               ｍ3    （１日平均） 

  

  前   

   
施設数、吐出口断面積の合計                         本           cm2 

  

 変  

  更 
地 下 水 揚 水 量 の 合 計                         ｍ3    （１日平均） 

  

  後   

  揚水施設担当者  本部長 環境よしこ   

  所属、氏名、電話番号 ０３－○○○○－○○○○   

 備考 １ 必要に応じ図面を添付のこと。  

 ２ 複数の揚水施設の設置（変更）の場合は、地下水揚水施設の構造等について、揚水施設別に作成の  

 こと。ただし、「施設数、吐出口断面積の合計、地下水揚水量の合計」の欄については、１枚目に記  

 入し、２枚目以降には記入しないこと。  

 ３ 完成後、揚水試験を実施したときは、その報告書の写しを提出すること。  

   

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

⑨ 
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「別紙１２」の記載要領 

 

①揚水施設 

 名称又は番号   ：その２「主たる施設の能力等」に記入した別紙番号又は名称を記入 

 設置・変更年月日 ：最新の揚水施設（揚水機、ケーシング）を変更した年月日を記入 

           変更がない場合は、次のさく井年月日と同じ年月日を記入 

 さく井年月日   ：井戸の完成年月日（井戸として使用しうる状態になったとき）を記入 

 深度（地表面下 m） ：地表面から井戸の側管（外部ケーシング）の底までの深さを記入 

 側管口径（mm）   ：井戸の側管の内径を記入 

 ストレーナーの位置：ストレーナーとは、井戸の側管の集水口をいう。ストレーナーの位置は、地表面から 

           ストレーナーまでの深さを記入する。ストレーナーが２ヶ所以上ある場合には、浅い 

           ものから順に、その全部を記入すること。 

 

②揚水機 

 種類・名称・型式   ：施設の種類、名称、型式を記入 例水中ポンプ、（メーカー名）、ABC-123 

 原動機の出力・揚水能力：揚水機のモーターの出力、揚水能力を記入 

 吐出口断面積     ：揚水機本体の水が最後に通る部分の内径により計測した断面積を記入 

  

③水量測定器 

 種類・名称・型式   ：施設の種類、名称、型式を記入 例水道メーター、（メーカー名）、ABC-123 

 検定年月日      ：各水量測定器に検定の有効期間（検定有効期間（８年）の終期）が表示されてい 

             るので、その時から８年さかのぼった時期を記入 

 

④地下水位 

 計測方法（計器名称）：地下水位の測定方法（水圧式、手動式、フロート式等）並びに計器の名称を記入 

 静止水位      ：静止水位とは、揚水機の使用開始直前んお水面までの深さを記入 

 揚水水位           ：揚水水位とは、揚水機の使用中の水面までの深さを記入 

 

⑤地下水揚水量 

 １ヶ月の揚水量を暦日数（例、１月：３１日、４月：３０日）で除した値を記入。1m3未満は四捨五入  

 

⑥地下水の用途 

 地下水の用途を、製造工程用、冷却用、冷暖房用、水洗便所用、洗車設備用、公衆浴場用、散水用、非常用

などを記入する。 

 

⑦施設数、吐出口断面積の合計、地下水揚水量の合計 

 変更の場合は記入   

 揚水施設が複数ある場合は、その合計数、吐出口断面積及び地下水揚水量の合計を記入 

 

⑧揚水施設担当者 

 揚水施設担当者の所属・氏名・電話番号を記入 

 

⑨備考  図面を添付のこと。 

                            ・井戸の構造図 

                            ・給水系統図 

                            ・揚水機のカタログ 

                            ・水量測定器のカタログ 

                            ・水位計のカタログ 

                            ・地質柱状図、電気検層図（さく井後提出） 

                            ・揚水試験を実施したときは、その報告書の写し（さく井後提出） 

                            ・雨水かん養計画書    
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備考：１ 隣地・近隣における建物の用途・構造・配置、道路の状況など周囲の状況が把握できる地図 

を用いること。 

２ おおむね 50m以内の学校・保育所・病院・診療所・図書館、老人ホーム及び認定こども園 

（P.42資料５参照）が分かるようにし、敷地境界から５０ｍの線を入れること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ｍ 

１作業場・事務所 

２ 倉庫 

公共下水道に接続  
上水道管より引き込み   

Ｍ 

ブロック塀  

Ｈ＝２ｍ  

2
5
 

 
ｍ

 

12 m 

3
0

 
 
 
m

 

40  ｍ 

出入口 

敷地面積 1200ｍ
２ 

 駐車場 

6 m 

4
 
ｍ

 

(２) 配置図 

 

工場 

 

工場 

 

駐車場 

 
 

    

   公園 

住宅  住宅 

店 店 

 住

宅 

 

 工場 

 

工場 工場 

工場 

倉庫 

 

  スーパー 

住宅 

住宅 

住宅 

 

 

駐

車

場 

 

住宅 

住宅 

住宅 住宅 

店 
住宅 

工場 

駐車場 

住宅 

住 

宅 

店 

店 

店 

倉庫 

アパート 

店 店 店 店  

住宅 
アパート 

工場 

倉庫 

工場 

工

場 

工

場 

工場 

店 

５０ｍ 

(１) 案内図 

 

（１） 案内図 ※地図の著作権について確認してください。 

・隣地・近隣における建物の用途・構造・配置、道路の状況など周囲の状況が判明する図面 

・敷地の周囲で５０ｍの線を入れ、おおむね５０ｍ以内の学校・保育所・病院・診療所・図

書館、老人ホーム及び認定こども園（P.45資料❻参照）が分かるようにする。 

（２） 配置図  

   敷地図面に各建物が配置されている図面   
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アルミシャッター 
出入口 

ＵＰ 

作業場 

コンテナ 

缶 瓶 

内壁：吸音ボード 

コンテナ コンテナ 

換気口：防音

カバー設置 

鉄骨造 

鉄筋コンクリート造 

コンクリート基礎 

二重サッシ 

ペットボトル 

蛍
光
管 

塗
料
缶 

ステンレス製の受け皿

の上に設置する 

コンテナ 

機械式駐車場 

地上３段地下２段

横行昇降縦列式 

平置き駐車場 

駐輪場 

 

集合住宅 

バ
イ
ク
置
き
場 

 

 

出 

入 

口 

車路 

塀 
来
客
用 

５
ｍ 

１２ｍ ３ｍ 

２ｍ ４ｍ 

１２ｍ ４０ｍ 

６
ｍ 

８
ｍ 

看板 

(３)平面図及び施設配置図 

自動車駐車場 

廃棄物の積替え場所 

（３）平面図及び施設配置図 

 各建物の各階平面図を用意し、以下を記入して下さい 

  １．事務所・作業場などの建物用途がわかるように書き込む 

  ２．施設や配置詳細について各階平面図に書き込む 

  ※事務所・作業場など蛍光マーカー等で図面に色分けをすること 

   ※作業場面積が図面から算出することが可能な階別平面図を使用すること 
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(４)立面図 

（４）東西南北からの立面図   各建物の東側、西側、南側、北側の立面図 

 

＜その他＞ 

（５）設備の構造がわかるパンフレット・設備図面など 

（６）必要に応じて、求積図、断面図、矩計図（かなばかり） 

 



31 

 

Ⅱ-６．指定作業場設置後の手続きについて  
 
 指定作業場氏名等変更届出書 ※１（条例第９３条）  

  事業者の住所や代表者氏名・指定作業場の名称や住居表示等の変更があった時は、その

日から３０日以内に届出（第１３号様式）が必要です。 

→ P33 参照 

 指定作業場承継届出書 ※２ (条例第９３条) 

  指定作業場の譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割があった時は、その日から３０

日以内に届出（第１５号様式）が必要です。承継の事実を証明する書類（登記謄本等）を

添付してください。 

→ P34 参照 

 指定作業場廃止届 ※３ (条例第９３条) 

  指定作業場を廃止した時は、その日から３０日以内に届出（第１４号様式）が必要です。

その際は、「特定有害物質取扱状況届出書」を添付してください。特定有害物質の取り扱

いがあった場合は、土壌汚染状況調査も必要です。 

→ P35.36 参照 

 

 

 

 変更内容 
※１ 
変更届 

※２ 
承継届 

※３ 
廃止届 

個

人

経

営

の

指

定

作

業

場 

指定作業場を家族や第三者に譲った場合  ○  

法人（株式会社、有限会社等）にした場合  ○  

お住まいの住所が変わった場合 ○   

指定作業場の出入口を移動したために 

住居表示が変わった場合 
○   

工場をやめた場合（廃業等）   ○ 

法

人

組

織

の

指

定

作

業

場 

他の法人に指定作業場を譲ったり、合併した場合  ○  

法人を解散し、個人になった場合  ○  

法人名を変更したが、法人格が変わらない場合 ○   

法人の代表者が変わった場合 ○   

事業者の所在地が変わった場合 ○   

指定作業場の出入口を移動したために 

住居表示が変わった場合 
○   

工場を廃止した場合   ○ 



32 

 指定作業場事故届等 (条例第９８条) 

  事故により人の健康や生活環境に障害を及ぼし（または及ぼすおそれのある）、ばい煙・  

 粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動・悪臭を発生させた場合には、直ちに応急の措置を 

講じたうえで、事故届出書（第１９号様式）を提出してください。事故発生日より３０日

以内に事故再発防止措置計画書（第２０号様式）の提出、そして事故再発防止措置を完了

後に事故再発防止措置完了届出書（第２１号様式）の提出も必要になります。 

→ P37 参照 

 地下水揚水量報告書 (条例第９７条） 

  指定作業場に井戸を設置して地下水を揚水する場合は、地下水揚水量報告書（第１８号

様式）により毎年揚水量を報告する必要があります。 

→ P38 参照 

適正管理化学物質の使用量等報告書 (条例第１１０条） 

 工場または指定作業場を設置する者は、前年度に取り扱った量が１００ｋｇ以上であ 

る適正管理化学物質（資料❹）について、適正管理化学物質の使用量等報告書（第２８ 

号様式）により毎年６月末日までに報告を行う必要があります。        → P39 参照 

☞「化学物質適正管理届出の手引き（東京都環境局）」は、東京都環境

局ホームページまたは足立区生活環境保全課窓口にあります。    

 

  化学物質管理方法書  （条例第１１１条） 

適正管理化学物質取扱事業者で、従業員の数が２１人以上で、かつ年間に扱ういずれか

の適正管理化学物質の量が１００ｋｇ以上の事業所を設置するものは、化学物質管理方法 

  書（第２９号様式）を作成し、提出してください。なお、管理方法の変更をした時も、遅

滞なく提出する必要があります。 

☞「化学物質適正管理届出の手引き（東京都環境局）」は、東京都

環境局ホームページまたは足立区生活環境保全課窓口にあります。 

 

  土壌汚染状況調査報告書  （条例第１１６条第１項） 

有害物質取扱事業者（資料❻該当施設）が、指定作業場を廃止又は主要な部分を除却し

ようとする時は、第１１６条第１項（工場等の廃止又は施設等の除却時の義務）の規定に

より廃止の日から１２０日を経過した日又は土壌の掘削を行う日の３０日前のいずれか

早い日までに報告（第３２号様式）が必要です。 

☞「東京都土壌汚染対策指針」は、 東京都環境局ホームページ

または、生活環境保全課窓口にあります。 
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工   場 

指定作業場 氏名等変更届出書
 

 

 

 

〇〇年 〇〇月 〇〇日 

 

足 立 区 長 

 

 
住 所 足立区千住〇丁目〇番〇号 
 
氏 名 株式会社 あだち環境 
    代表取締役 足立太郎  
電 話 ０３－〇〇〇〇－×××× 

 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 
 

工場 
について次のとおり変更したので、都民の健康と安全を 

指定作業場 
 

確保する環境に関する条例 
第 87 条 

第 93 条第１項において準用する同条例第 87 条 
 
の規定により届け出ます。 

 

認可番号・年月日 第   号 〇〇年△△月××日 

工   場 
の 名 称 株式会社 あだち環境 

指定作業場 

工   場 
の 所 在 地 

足立区中央本町一丁目〇番〇号 

電話 03－〇〇〇〇－×××× 指定作業場 

変 更 の 内 容 
名称   事業場の住居表示   代表者 

事業主の所在地  その他（         ） 

 

変 更 前 足立 一郎 

変 更 後 足立 太郎 

変更年月日 〇〇年〇〇月〇〇日 

変更の理由 代表者変更のため 

※受付欄 

 

 

 

 

 

 
備考 １ ※印の欄には、記入しないこと。 

   ２ 「認可番号・年月日」の欄は、指定作業場の届出の場合には、指定作業場の 

設置届出年月日のみを記入すること。 

３ 「変更の内容」欄は、該当するものを      で囲むこと。 

 
 

第 13号様式（第 38条関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

変更後 ３０日以内 

に提出すること。 
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工   場 

指定作業場 
承継届出書

 

 

〇〇年 〇〇月 〇〇日 

 

足 立 区 長 

 

 
住 所 足立区千住〇丁目〇番〇号 
 
氏 名 株式会社 あだち環境 

    代表取締役 足立太郎  
電 話 ０３－〇〇〇〇－×××× 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 
 

 
工場 

の認可を受けた者の地位を承継したので、 
指定作業場 

関係書類を添えて、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

第 88 条第 3 項 
により、次のとおり届け出ます。 

第 93 条第 2 項において準用する第 88 条第 3 項の規定 

 

認可番号・年月日 第   号  〇〇年△△月××日 

工場 
の 名 称 株式会社 あだち環境 

指定作業場 

工場 
の 所 在 地 

足立区中央本町一丁目〇番〇号 

電話 03－〇〇〇〇－×××× 指定作業場 

承継年月日 〇〇年〇〇月〇〇日 

被承継人 

氏名又は名称 株式会社 足立商事  代表取締役 足立一郎 

住所 足立区千住〇丁目〇番〇号 

承継の原因 
1 譲受け   2 借受け  3 相続 

4 合併    5 分割 

※受付欄 

 

 

 

 

 

備考 １ ※印の欄には、記入しないこと。 
２ 「認可番号・年月日」の欄は、指定作業場の届出の場合には、指定作業場の設置届出 

年月日のみを記入すること。 

３ 「承継の原因」欄は、該当するものを    で囲むこと。 

４ 承継の事実を証明する書類を添付すること。 

 

 

 

第 15号様式（第 40条関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

変更後 ３０日以内 

に提出すること。 
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工   場 

指定作業場 
廃止届出書

 

 

○○年 〇〇月 〇〇日 

 

 

足 立 区 長  

 

 
住  所 東京都足立区千住○丁目○番〇号 

 

氏 名 株式会社 あだち環境 

代表取締役 足立太郎 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 
 

 
 

工場 
を廃止したので、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

指定作業場 
 

第 87 条 
の規定により届け出ます。 

第 93 条第１項において準用する同条例第 87 条 

 

認可番号・年月日 第   号   〇〇年△△月××日 

工場 
の名称 株式会社 あだち環境 

指定作業場 

工場 
の所在地 東京都足立区中央本町一丁目〇番〇号 

指定作業場 

廃止年月日 ○○年○○月〇〇日 

廃止の理由 移転のため 

移転先の所在地 東京都足立区千住〇丁目〇番〇号 

※受付欄 

 

 

 

 

 
 

備考 １ ※印の欄には、記入しないこと。 
     ２ 「認可番号・年月日」の欄は、指定作業場の届出の場合には、指定作業場の設置届出年月日の 

みを記入すること。 

３ 「移転先の所在地」欄は、工場（指定作業場）の廃止の理由が移転である場合に、その移転予 
定先の所在地を記入すること。 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

第 14号様式（第 39条関係） 

実質的に操業を停止した

日付を記載する（廃止届

出書の提出日ではない）。 

廃止後 

3０日以内 

に提出すること。 
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〇〇年 〇〇月 〇〇日 

特定有害物質取扱状況届出書 
足立区長 宛 

住所  東京都足立区千住〇丁目〇番〇号 

    株式会社 あだち環境 

氏名  代表取締役 足立太郎 
（法人の場合は、名称、代表者氏名、事務所の所在地） 

電話  ０３－〇〇〇〇－×××× 
 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 116 条第 1 項及び第 9 項に係る同条例施行規則
別表第 12の上欄に掲げる特定有害物質の取扱い状況について以下のとおり届けます。 

１ 事業場の名称  株式会社 あだち環境 

２ 事業場の所在地  足立区中央本町一丁目〇番〇号 

３ 業種・業態  廃棄物処理業 
 

４ 当該事業場における環境確保条例施行規則別表第 12 の上欄に掲げる特定有害物質の取扱状況等 

物質名称 取扱 物質名称 取扱 

カドミウム及びその化合物 有・無 1,1-ジクロロエチレン 有・無 

シアン化合物 有・無 1,2-ジクロロエチレン 有・無 

有機燐(りん)化合物 有・無 1,1,1-トリクロロエタン 有・無 

鉛及びその化合物 有・無 1,1,2-トリクロロエタン 有・無 

六価クロム化合物 有・無 1,3-ジクロロプロペン 有・無 

砒(ひ)素及びその化合物 有・無 チウラム 有・無 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 有・無 シマジン 有・無 

ポリ塩化ビフェニル 有・無 チオベンカルブ 有・無 

トリクロロエチレン 有・無 ベンゼン 有・無 

テトラクロロエチレン 有・無 セレン及びその化合物 有・無 

ジクロロメタン 有・無 ほう素及びその化合物 有・無 

四塩化炭素 有・無 ふっ素及びその化合物 有・無 

1,2-ジクロロエタン 有・無 塩化ビニルモノマー(別名 クロロエチレン) 有・無 

 
操業期間：      年    月    日 ～      年    月    日 

特定有害物質取扱状況について（取り扱っていない場合はその理由を記載してください） 

例）・〇〇年から××年まで～～～作業を行っていた。 

・～～～工程において、～～～に～～～が含有されていた。 
 

根拠資料： 

 
受付欄、特記事項 

 

 

全ての物質に必ず

「有」か「無」に「〇」

を付ける 

現在は使用していなくても、操業開始から 

操業停止までの間に取り扱っていたもの 

については、「有」に○をすること。 

実質的に事業場が操業して

いた期間を記載する。 
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 第１９号様式（第46条関係）  

  

工   場 
事故届出書 

指定作業場 
 

 

   

                             年  月  日  

    足 立 区 長  

  住  所 東京都足立区千住○丁目○番○号 

氏  名 株式会社 あだち環境 

         代表取締役 足立太郎  
 

 

 

 

 

                              （法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

   

 工   場

指定作業場 
の事故により被害が発生したので、都民の健康と安全を確保する環境に関する

 

 

 
    条例第98条第１項の規定により次のとおり届け出ます。 

 

  工 場 認 可 番 号 ・ 年 月 日               第    号 年   月   日   

  指定作業場設置届出年月日                年      月      日   

  工場（指定作業場）の名称                  

  工場（指定作業場）の所在地                  

  被 害 発 見 者 の 住 所 ・ 氏 名                  

  

被

害

の

内

容 

発 生 日 時               

  

原        因   

  

    

    

  被 害 者 の 住 所 ・ 氏 名               

  発 生 状 況 ・ 程 度               

  

被 害 防 止 の 応 急 措 置               

  

    

    事 故 処 理 担 当 部 課                 

  
（夜間の連絡方法） （                      ） 

  

  ※受付欄   

     

     

 備考 １ ※印欄には、記入しないこと。  

 ２ 「被害発見者の住所・氏名」欄は、被害の発生について、工場に通知した者がある場合のみ記入  

 すること。  

事故発生後 

3０日以内に 

提出すること。 
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第１８号様式（第45条関係） 

 

 
                             地 下 水 揚 水 量 報 告 書 

 

   

                                               年   月   日  

   

    足 立 区 長    

 住  所 東京都足立区千住○丁目○番○号 

氏  名 株式会社 あだち環境 

                                              代表取締役 足立太郎   
 

 

 

  

  

  

 （法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

   

 
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

第９７条  

第１３５条 の規定により、地下水の 
 

     揚水量を次のとおり報告します。  

   

  工場・指定作業場又は               

  その他の事業場等の名称               

  工場・指定作業場又は               

  その他の事業場等の所在地                

      

  業 種 ・ 作 業 の 種 類               

      

  揚 水 施 設 の 数                                  本  揚水施設担当者所属氏名   

     電話番号   

  地 下 水 揚 水 量               

   
    △別紙（      ）のとおり 

  

  揚水機の出力（ｋＷ）               

   地 下 水 上 水 道 工業用水道 その他   

  年 間 水 源 別 水 使 用 量                （      ）   

              （ｍ
３
 ） ｍ

３
             ｍ

３
            ｍ

３
             ｍ

３
   

              (その割合) （   ％） （    ％） （    ％）  （    ％）   

  ※受付欄  備 考   

      １ 吐出口断面積（該当に○）   

          ６cm
２
以下   

           ６cm
２
超～21cm

２
以下   

             21cm
２
超   

     ２  設置年月日（該当に○）   

   平成13年３月31日以前設置   

   平成13年４月１日以降設置   

      

  備考 ※印の欄には記入しないこと。     

 

 

毎年１月～１２月までの使用量を翌年の 

２月中旬頃までに提出すること。 
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 第２８号様式（第51条関係）  

   

   

 適 正 管 理 化 学 物 質 の 使 用 量 等 報 告 書                                 

   

                                                                                       年   月   日  

    足 立 区 長    

   

                                             住  所 東京都足立区千住○丁目○番○号 

氏  名 株式会社 あだち環境 

                                              代表取締役 足立太郎    
 

                                                                

 

  

                                                        （法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

   

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第１１０条第１項の規定により    年度の適   

   正管理化学物質の使用量等を次のとおり報告します。  

  
事 業 所 の 名 称 

   

  
事 業 所 の 所 在 地  

   

  
工  場 ・ 指  定  作  業  場 の別    １ 工場          ２ 指定作業場 

  

  
業 種                                       （産業分類番号     ） 

  

  
作 業 の 種 類 

   

  従 業 員 数                            人 全事業所の常用雇用者数                             人   

   (   年 月 日現在)  （    年 月 日現在）   

  適 正 管 理 化 学 物 質 の 使 用 量 等                    △別紙のとおり   

  
※受付欄 

  

     

     

    所  属   

     

   氏  名   

     

   連  絡  先   電話番号   

      

   （ファクシミリ番号                      ）   

     

   （電子メールアドレス                     ）   

 備考 １ ※印の欄には記入しないこと。  

 ２ 「業種」欄には日本標準産業分類の中分類項目を記入すること。二以上の業種に属する事業を行う事  

 業所にあっては、該当する全業種を記入すること。  

 ３ 「作業の種類」欄には条例別表第一に掲げる工場の種類又は別表第二に掲げる指定作業場のうち該当  

 するものを記入すること。  

 使用量１００ｋｇ／年以上の 

適正管理化学物質（資料➎）について、 

４月～３月分の使用量を 

翌年度の６月末日までに 

毎年提出すること。 
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Ⅱ-７．その他の公害関係法令 
 
 環境確保条例のほかに、以下のような法令の規制対象となることがあります。

詳細については各法令担当課等でおたずねください。 

 

騒音規制法・振動規制法 

著しい騒音又は振動を発生するものとして法律で定められている施設を設置する場合は、

「特定施設の設置の届出」が必要です。 

☞足立区 環境部 生活環境保全課 公害規制係 

ＴＥＬ ０３－３８８０－５３０４（直通） 

 

大気汚染防止法 

  一定規模以上のばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設を設置 

または変更する場合は、「ばい煙発生施設の設置の届出」が必要です。 

                   ☞東京都 環境局 環境改善部 大気保全課   

                    ＴＥＬ ０３－５３２１－１１１１（代表） 

 

水質汚濁防止法 

  工場・事業場から公共用水域へ汚水を排出する場合、汚水発生施設（特定施設）を 

有するものは、「特定施設の設置の届出」が必要です。 

                   ☞東京都 環境局 自然環境部 水環境課 

                    ＴＥＬ ０３－５３２１－１１１１（代表） 

 

下水道法 

  工場・事業場から公共下水へ汚水を排出するものは、「特定施設の設置等の届出」が 

必要です。 

                   ☞東京都 下水道局 東部第二下水道事務所 

                    ＴＥＬ ０３－５６８０－１２６８（代表） 

 

悪臭防止法 

 全ての事業場には悪臭の規制がかかります。届出制度はありません。 

             ☞足立区 環境部 生活環境保全課 公害規制係 

                    ＴＥＬ ０３－３８８０－５３０４（直通） 

 

建築基準法 

 建築基準法の規定により、用途地域ごとに建築物の制限があります。業態や規模によって

は工場・指定作業場を設置できないことがあります。 事前に調査のうえで、建築確認を受

けてください。 

 

             ☞足立区 建築室 建築審査課 

                    ＴＥＬ ０３－３８８０－５１１１（代表） 
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資 料 ❶ 業種分類表 

総務省：日本標準産業分類（平成１４年３月 改訂）を基本として作成 

大分類 中 分 類 

Ｆ 製造業 

０９－食料品製造業 １０－飲料・たばこ・飼料製造業 

１１－繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く １２－衣服・その他の繊維製品製造業 

１３－木材・木製品製造業（家具を除く） １４－家具・装備品製造業 

１５－パルプ・紙・紙加工品製造業 １６－印刷・同関連業 １７－化学工業 

１８－石油製品・石炭製品製造業 １９－プラスチック製品製造業 

２０－ゴム製品製造業 ２１－なめし革・同製品・毛皮製造業 ２２－窯業・土石製品製造業 

２３－鉄鋼業 ２４－非鉄金属製造業 ２５－金属製品製造業 

２６－一般機械器具製造業 ２７－電気機械器具製造業 ２８－情報通信機械器具製造業 

２９－電子部品・デバイス製造業 ３０－輸送用機械器具製造業 ３１－精密機械器具製造業 

３２－その他の製造業(貴金属・宝石製品・楽器・がん具・運動用具・ペン・鉛筆・絵画用品・

その他の事務用品・装身具・装飾品・ボタン・漆器・畳 傘等生活雑貨製品・武器) 

Ｇ 電気・ガス・ 
熱供給水道業 ３３－電気業 ３４－ガス業 ３５－熱供給業 ３６－水道業 

Ｈ 情報通信業 
３７－通信業 ３８－放送業 ３９－情報サービス業 ４０－インターネット附随サービス業 

４１－映像・音声・文字情報制作業 

Ｉ 運輸業 
４２－鉄道業 ４３－道路旅客運送業 ４４－道路貨物運送業 ４５－水運業 

４６－航空運輸業 ４７－倉庫業 ４８－運輸に附帯するサービス業 

Ｊ 卸売・小売業 
 

４９－各種商品卸売業 ５０－繊維・衣服等卸売業 ５１－飲食料品卸売業 

５２－建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ５３－機械器具卸売業 ５４－その他の卸売業 

５５－各種商品小売業 ５６－織物・衣服・身の回り品小売業 ５７－飲食料品小売業 

５８－自動車・自転車小売業 ５９－家具・じゅう器・機械器具小売業 

６０－その他の小売業 

Ｋ 金融業・保険業 

６１－銀行業 ６２－協同組織金融業 ６３－郵便貯金取扱機関，政府関係金融機関 

６４－貸金業,投資業等非預金信用機関 ６５－証券業，商品先物取引業 

６６－補助的金融業，金融附帯業 ６７－保険業 

Ｌ 不動産業 ６８－不動産取引業 ６９ー不動産賃貸業・管理業 

Ｍ 飲食店，宿泊業 ７０－一般飲食店 ７１－遊興飲食店 ７２－宿泊業 

Ｎ 医療，福祉 ７３－医療業 ７４－保健衛生 ７５－社会保険・社会福祉・介護事業 

Ｏ 教育, 
学習支援業 ７６－学校教育 ７７－その他の教育,学習支援業 

Ｐ 複合サービス事
業 ７８－郵便局 ７９－協同組合（他に分類されないもの） 

Ｑ サービス業 

８０－専門サービス業 ８１－学術・開発研究機関 ８２－洗濯・理容・美容・浴場業 

８３－その他の生活関連サービス業 ８４－娯楽業 ８５－廃棄物処理業 

８６－自動車整備業 ８７－機械等修理業 ８８－物品賃貸業 

８９－広告業 ９１－政治・経済・文化団体 ９２－宗教 ９４－外国公務 

Ｓ 分類不能の産業 ９９－分類不能の産業 

Ⅲ 資   料 
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資 料 ❷ 有 害 ガ ス 

別表第３（条例第２条関係) 

１ 弗素及びその化合物 ２２ トリクロロエチレン 

２ シアン化水素 ２３ テトラクロロエチレン 

３ ホルムアルデヒド ２４ ピリジン 

４ メタノール  ２５ 酢酸メチル 

５ イソアミルアルコール ２６ 酢酸エチル 

６ イソプロピルアルコール ２７ 酢酸ブチル 

７ 塩化水素 ２８ ヘキサン 

８ アクロレイン ２９ スチレン 

９ アセトン ３０ エチレン 

１０ 塩素 ３１ 二硫化炭素 

１１ メチルエチルケトン ３２ クロルピクリン 

１２ メチルイソブチルケトン  ３３ ジクロロメタン 

１３ ベンゼン ３４ 1,2－ジクロロエタン 

１４ 臭素及びその化合物 ３５ クロロホルム 

１５ 窒素酸化物 ３６ 塩化ビニルモノマー 

１６ トルエン ３７ 酸化エチレン 

１７ フェノール ３８ 砒素及びその化合物 

１８ 硫酸（三酸化いおうを含む。） ３９ マンガン及びその化合物 

１９ クロム化合物 ４０ ニッケル及びその化合物 

２０ キシレン ４１ カドミウム及びその化合物 

２１ 塩化スルホン酸 ４２ 鉛及びその化合物 

 

資 料 ❸ 有 害 物 質 
別表第４（条例第２条関係） 

１ カドミウム及びその化合物 １５ 1,1－ジクロロエチレン 

２ シアン化合物 １６ 1,2－ジクロロエチレン 

３ 
有機燐化合物（パラチオン、メチル
パラチオン、メチルジメトン及び 
ＥＰＮに限る。） 

１７ 1,1,1－トリクロロエタン 

４ 鉛及びその化合物 １８ 1,1,2－トリクロロエタン 

５ 六価クロム化合物 １９ 1,3－ジクロロプロペン 

６ 砒素及びその化合物 ２０ チウラム 

７ 
水銀及びアルキル水銀 

その他の水銀化合物 
２１ シマジン 

８ アルキル水銀化合物 ２２ チオベンカルブ 

９ ポリ塩化ビフェニル ２３ ベンゼン 

１０ トリクロロエチレン ２４ セレン及びその化合物 

１１ テトラクロロエチレン ２５ ほう素及びその化合物 

１２ ジクロロメタン ２６ ふっ素及びその化合物 

１３ 四塩化炭素 ２７ 
塩化ビニルモノマー(別名 クロロ

エチレン) 

１４ 1,2－ジクロロエタン ２８ 1,4－ジオキサン 
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資 料 ❹ 適 正 管 理 化 学 物 質 

施行規則 別表第１１（施行規則第５１条関係） 

１ アクロレイン ３１ スチレン 

２ アセトン ３２ セレン及びその化合物 

３ イソアミルアルコール ３３ チウラム 

４ イソプロピルアルコール ３４ チオベンカルブ 

５ エチレン  ３５ テトラクロロエチレン 

６ 塩化スルホン酸 ３６ 1,1,1－トリクロロエタン  

７ 塩化ビニルモノマー ３７ 1,1,2－トリクロロエタン 

８ 塩酸 ３８ トリクロロエチレン 

９ 塩素 ３９ トルエン 

１０ カドミウム及びその化合物 ４０ 鉛及びその化合物 

１１ キシレン ４１ ニッケル 

１２ クロム及び三価クロム化合物 ４２ ニッケル化合物 

１３ 六価クロム化合物 ４３ 二硫化炭素 

１４ クロルピクリン ４４ 砒素及びその無機化合物 

１５ クロロホルム ４５ ポリ塩化ビフェニル 

１６ 酢酸エチル ４６ ピリジン 

１７ 酢酸ブチル ４７ フェノール 

１８ 酢酸メチル ４８ ふっ化水素及びその水溶性塩 

１９ 酸化エチレン ４９ ヘキサン 

２０ 
シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩

を除く無機シアン化合物） 
５０ ベンゼン 

２１ 四塩化炭素 ５１ ホルムアルデヒド 

２２ 1,2－ジクロロエタン ５２ マンガン及びその化合物 

２３ 1,1－ジクロロエチレン ５３ メタノール 

２４ 1,2－ジクロロエチレン ５４ メチルイソブチルケトン 

２５ 1,3－ジクロロプロペン ５５ メチルエチルケトン 

２６ ジクロロメタン ５６ 有機燐化合物（ＥＰＮに限る。） 

２７ シマジン ５７ 硫酸 

２８ 臭素化合物（臭化メチルに限る。） ５８ ほう素及びその化合物 

２９ 硝酸 ５９ 1,4－ジオキサン 

３０ 水銀及びその化合物   
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資 料 ❺ 特 定 有 害 物 質 

施行規則 別表第１２（施行規則第５３条関係） 

１ カドミウム及びその化合物 １４ 1,1－ジクロロエチレン 

２ シアン化合物 １５ 1,2－ジクロロエチレン 

３ 有機燐(りん)化合物 １６ 1,1,1－トリクロロエタン 

４ 鉛及びその化合物 １７ 1,1,2－トリクロロエタン 

５ 六価クロム化合物 １８ 1,3－ジクロロプロペン 

６ 砒(ひ)素及びその化合物 １９ チウラム 

７ 
水銀及びアルキル水銀その他の水
銀化合物 

２０ シマジン 

８ ポリ塩化ビフェニル ２１ チオベンカルブ 

９ トリクロロエチレン ２２ ベンゼン 

１０ テトラクロロエチレン ２３ セレン及びその化合物 

１１ ジクロロメタン ２４ ほう素及びその化合物 

１２ 四塩化炭素 ２５ ふっ素及びその化合物 

１３ 1,2－ジクロロエタン ２６ 
塩化ビニルモノマー(別名 クロロ

エチレン) 
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資 料 ❻ 指定作業場に係る「騒音」の規制基準 

(条例第６８条、別表第７ 五) 

区  域  の  区  分 時 間 の 区 分 

6時 朝   8 昼間   19 夕  23  夜間  6  あてはめ地域 

第１種区域 

第１種低層住居専用地域 

第 ２ 種 低 層 住 居 専 用 域 

Ａ Ａ 地 域 

前号に接する地先及び水面 

 

４０ ４５ ４０ ４０ 

 

第２種区域 

第１種中高層住居専用地域 
（第１種区域を除く。） 
第２種中高層住居専用地域 
（第１種区域を除く。） 
第  １  種  住  居  地  域 
第  ２  種  住  居  地  域 
準   住   居   地   域 
※ 第 １ 特 別 地 域 
無指定地域（第１、第３、
第 ４ 種 区 域 を 除 く 。） 

 

４５ ５０ 

 

 

４５ 

 

20時 

４５ 

 

第３種区域 

近隣商業地域（第１特別地

域を除く。） 

商業地域（第１特別地域を

除く。） 

準工業地域（第１特別地域

を除く。） 

※ 第 ２ 特 別 地 域 

前号に接する地先及び水面 

 

５５ ６０ ５５ ５０ 

 

第４種区域 

工業地域（第１、第２特別

地域を除く。） 

※ 第 ３ 特 別 地 域 

前号に接する地先及び水面 

 

６０ ７０ ６０ ５５ 

 

ただし、次の各号に掲げる工場又は指定作業場に対するこの基準の適用は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

１ 第２種区域、第３種区域又は第４種区域の区域内に所在する学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 第 39

条第１項に規定する保育所（以下「保育所」という。）、病院、医療法第１条の５第２項に規定する診療所（患者の収容施

設を有するものに限る。以下「診療所」という。）、図書館法（昭和 25年法律第 118号）第２条第１項に規定する図書館（以

下「図書館」という。）、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム（以下「老人ホ

ーム」という。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七

十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「認定こども園」という。）の敷地の周囲おおむね５０メ

ートルの区域内（第１特別地域、第２特別地域及び第３特別地域を除く。）の工場又は指定作業場 当該値から５デシベ

ルを減じた値を適用する。 

２ 騒音規制法第３条第１項の規定に基づき知事が指定する地域内の工場又は指定作業場のうち同法第２条第２項に

規定する特定工場等である工場又は指定作業場 第 81 条第３項（第 82 条第２項において準用する場合を含む。）にお

いて適用する場合を除き、適用しない。 
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備 考 

１ デシベルとは、計量法（平成４年法律第 51号）別表第２に定める音圧レベルの計量単位をい

う。以下騒音に関して同じ。 

 

２ 騒音の測定は、計量法第 71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。こ

の場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い動特性（ＦＡＳＴ）を用いること

とする。 

 

３ 騒音の測定方法は、日本工業規格Ｚ8731 に定める騒音レベル測定方法により、騒音の大きさ

の値は、次に定めるところによる。 

  （１）  騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

  （２）  騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定

の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

  （３）  騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の 90パーセントレンジ

の上端の数値とする。 

  （４）  騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場

合は、その変動ごとの指示値の最大値の 90パーセントレンジの上端の数値とする。 

 

※特別地域とは、２段階以上異なる区域が接している場合、基準の厳しい区域の周囲30ｍ以内の範囲をいう。 



47 

資 料 ❼ 指定作業場に係る「振動」の規制基準 

(条例第６８条別表第７の６) 

区  域  の  区  分 
敷地の境界における振動の大きさ 

時 間 の 区 分 

8時  昼間  19  夜間     8  あてはめ地域 

第１種区域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第 １ 種 住 居 地 域 

第 ２ 種 住 居 地 域 

準 住 居 地 域 

用途地域の定めのない地域 

  

 

６０ 

 

 

５５ 

 

 

20時 

 

第２種区域 

 

近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 

工 業 地 域 

 

 

６５ ６０ 

 

ただし、次の各号に掲げる工場又は指定作業場に対するこの基準の適用は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

１ 学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね５０メ―ト

ルの区域内の工場又は指定作業場：当該値から５デシベルを減じた値を適用する。 

２ 振動規制法第３条第１項の規定に基づき知事が指定する地域内の工場又は指定作業場のうち同法第

２条第２項に規定する特定工場等である工場又は指定作業場：第 81 条第３項（第 82 条第２項において

準用する場合を含む。）において適用する場合を除き、適用しない。 

３ 国又は地方公共団体その他の公共団体が工場又は指定作業場を集団立地させるため造成した用地

内に設置されている工場又は指定作業場：適用しない。 

備 考 

 １ デシベルとは、計量法別表第２に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。以下振動に関

して同じ。 

２ 振動の測定は、計量法第 71条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向につ

いて行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることと

する。 

３ 振動の測定方法は、日本工業規格Ｚ8735 に定める振動レベル測定方法により、振動の大きさ

の値は、次に定めるところによる。 

（１） 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

（２） 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値

の平均値とする。 

（３） 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔・百個又はこれに準ずる

間隔・個数の測定値の 80パーセントレンジの上端の数値とする。 
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資 料 ❽ 指定作業場に係る「悪臭」の規制基準 

(条例第６８条別表第７の７) 

 

区  域  の  区  分 悪臭原因物

である気体

で工場又は

指定作業場

から排出さ

れるものに

係る当該工

場又は指定

作業場の敷

地の境界線

の地表にお

ける悪臭の

許容限度 

悪臭原因物である気体で工場又は指定作業場の煙突その他の気

体排出施設から排出されるものに係る当該工場又は指定作業場

の排出口における悪臭の許容限度 

悪臭原因物

質である水

で工場又は

指定作業場

から排出さ

れるものに

係る当該工

場又は指定

作業場の敷

地外におけ

る悪臭の許

容限度  

種 

別 
該  当   地  域 

排出口の実高さが１５メートル未満の

施設 

排出口の実高さが１５メ

ートル以上の施設 

排出口の口径

が０．６メー

トル未満の

場合 

 

排出口の口

径が０．６メ

ートル以上

０．９メール

未満の場合 

排出口の口径

が０．９メー

トル以上の

場合 

排出口の実

高さが周辺

最大建物の

高さの２．

５倍未満の

場合 

排出口の実

高さが周辺

最大建物の

高さの２．

５倍以上の

場合 

第 

 

１ 

 

種 

 

区 

 

域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第 １ 種 住 居 地 域 

第 ２ 種 住 居 地 域 

準 住 居 地 域 

無指定地域（第２種区域及び第３

種区域に該当する区域を除

く。） 

臭気指数 

１０ 
臭気指数 

３１ 

臭気指数 

２５ 

臭気指数 

２２ 
ｑｔ＝ 

275×Ho2 

ｑｔ＝ 
357/Fmax 

臭気指数 

２６ 

第 

２ 

種

区

域 

近 隣 商 業 地 域 

商 業 地 域 

準 工 業 地 域 

前３号に掲げる地域に接

する地先及び水面 

臭気指数 

１２ 
臭気指数 

３３ 

臭気指数 

２７ 

臭気指数 

２４ 
ｑｔ＝ 

436×Ho2 

ｑｔ＝ 

566/Fmax 
臭気指数 

２８ 

第 

３ 

種 

区 

域 

工 業 地 域  

工 業 専 用 地 域 

前２号に掲げる地域に接   

する地先及び水面 

臭気指数 

１３ 
臭気指数 

３５ 

臭気指数 

３０ 

臭気指数 

２７ 
ｑｔ＝ 

549×Ho2 

ｑｔ＝ 

712/Fmax 
臭気指数 

２９ 
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<< 参考 >> 
「指定作業場設置・変更」の届けをする場合は、次の各種法令について、事前に確認して

ください。 

 

№ 主 な 確 認 事 項 該当する場合の相談先 備  考 

１ 
条例 78条・別表第８(位置の制限)に該当 

(工場の周囲 100ｍ以内に学校、病院等が存在) 
区・生活環境保全課 

条例78条但書き 

に注意 

２ 
都市計画法第 11 条(都市施設)に基づく用途地

域の確認 
区・建築調整課  

３ 建築基準法第 48条(用途地域の制限)の確認 区・建築審査課  

４ 建築基準法(工場・事業場の新築又は増改築)に該当 〃  

５ 建築基準法(建物の用途の変更)に該当 〃  

６ 足立区特別工業地区建築条例に該当 〃  

７ 建築基準法第 51条(位置の制限) に該当 区・建築調整課 
都計審の同意が 

必要 

８ 
工場立地法(敷地面積 9,000 ㎡以上又は建築面

積の合計が 3,000㎡以上) 
都・産業労働局  

９ 環境整備基準に該当 区・開発指導課  

10 
福祉のまちづくり条例(面積 1,000㎡以上で、時

間貸し等を行う駐車場) に該当 
区・障がい福祉課  

11 一廃の処理及び清掃に関する法律(業の許可)に該当 清掃協議会  

12 
廃掃法(産廃の「業」と「処理施設」の許可、一

廃の「処理施設」の許可)に該当 
都・環境局  

13 大気汚染防止法、水質汚濁防止法(特定施設)に該当 都・環境局  

14 
ダイオキシン類対策特別措置法(火床面積 0.5 ㎡

以上の焼却炉)に該当 
都・環境局  

15 下水道法(下水道への排水の放流)に該当 都・下水道局  

16 危険物取締法に該当 都・消防署 （施設基準等） 

17 毒物・劇物取締法及び薬事法に該当 都・福祉保健局 
販売業・業務上取

扱者は区保健所 

18 食品衛生法に該当 区・生活衛生課 （施設基準等） 

19 クリーニング業法に該当 区・生活衛生課 （施設基準等） 

20 
水道法(10 ㎥を超える受水槽を有する事業場)

に該当 
区・生活衛生課  

21 敷地面積が 3,000㎡以上の土地改変に該当 都・環境局  

22 500㎡以上の駐車場を設置 区・交通対策課  

23 
自動車の収容能力が 20台以上の駐車場（公共施

設は全て）を新設・変更する場合 

区・パークイノベーシ

ョン推進課 
 

 

(注１) 上記の他、労働安全衛生法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リ 

サイクル法、ビル衛生管理法等の他の法律に該当する場合があるので、確認してくだ

さい。 

(注２) 「指定作業場設置･変更届の受理」は、いかなる場合も、上記法令等の規定に基づ

く責務を、免責するものではないので、注意してください。 
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